
 

 

28 

 

４．『賞与』メニュー（別契約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞与支給は、お客様ごとに支給回数が異なり、支給日も不定です。 

そのため、DCSでは、賞与処理ごとに都度お申し込みが必要です。 

 

4.1. 賞与処理申込 

4.1.1．PROSRV お客様サイトより申込 

PROSRV お客様サイト 

「ユーザメニュー」-「各種申し込み」「処理依頼」「１．賞与処理計算」 

 

    

 

 

 

 

 

4.3. 

4.2. 

こちら をクリック 
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4.1.2．賞与計算処理 お申し込み事項 

 
１．処理スケジュール 

  仮処理開始予定日  ：今回の賞与処理の仮処理開始予定日を入力します。 

  本処理データ送信日 ：支給日の６営業日前を設定いただくのが一般的です。（※） 

  ＤＣＳ本処理日   ：支給日の５営業日前を設定いただくのが一般的です。（※） 

  資料受取日     ：入力不要 

  支給日       ：賞与支給日を入力ください。 

   （※）早い日程の場合は基本的には問題ありません。 

     ただし次頁｢3.1.3 注意事項 ①賞与・給与が同一支給日の場合｣のように、 

正しい仮処理結果を確認いただくために、賞与本処理日と給与本処理日の間は

２営業日以上あけていただくことをおすすめいたします。 

 

（注）本処理データ送信日の５営業日前までに PROSRV お客様サイトより「申込」くだ

さい。本処理データ送信日の５営業日前を過ぎますと、PROSRV お客様サイトより

「申込」できません。その場合は、『賞与計算処理申込書（臨時用）』（PROSRV お客

様サイト「各種ドキュメント」-「各種申込書」-「計算処理」よりダウンロード可能）

にご記入の上、お申し込みください。 
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２．対象の賞与種別 

処理種別分類（半角数字） 賞与名称 

       00 賞与 

 基本的には「00：賞与」と記入してください。 

ただし、「01：報奨金」「02：特別賞与」など、お客様にて個別に設定がある場合は、正し

く記入してください。 

 

4.1.3．注意事項 

①賞与・給与が同一支給日の場合 

 ・賞与本処理日と給与本処理日を同日にすることはできません。 

（支給日は同じでも問題なし） 

・賞与本処理日と給与本処理日の間は、２営業日以上あけていただきますと、以下のよう

に先の処理の本処理結果が反映された翌営業日より、後の処理の正しい仮処理結果を

確認することができます。 

＜例＞ 6/20(火)賞与支給 → 6/20(火)給与支給の順で処理を行った場合 

 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 

 金 土 日 月 火 水 

賞

与 

賞与本処理日   賞与本処理結果

反映日 

  

給

与 

給与仮処理不可 

※ 

給与仮処理結果は正しい 給与本処理日 

 

②休職者の賞与支給について 

 ・休職中で給与の支払いがなくても、賞与支給は可能です。 

 ・前月給与支給が０円の場合でも、前月中に給与の支払いがない人に支払う賞与に対する

税額の計算で、法定どおり所得税計算を行います。（計算した結果、所得税が０円にな

ることも多いです。） 

 ・社会保険料は、直前の給与で月額[501][502]を登録していなければ、徴収されません。 

  徴収したい場合は、「525賞与・健保徴収区分 ～ 528賞与・基金徴収区分」にて変更

してください。（3.2.1．操作手順 ④変動指定」参照） 

 

③新規登録時に、賞与と給与の入力（仮処理）を同時にする場合 

 ・「給与基本情報」「振込口座情報」は、『給与』メニュー・『賞与』メニューの両方に同じ

登録が必要です。後の処理で入力した内容はそのまま変更データになります。 

 ・先の処理の本処理日に、後の処理の仮処理をしても、エラーになります。 

（上記＜例＞※の日） 
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④賞与から新規登録した場合（賞与から支給を開始する場合） 

 ・所得税は、前月中に給与の支払いがない人に支払う賞与に対する税額の計算で、法定ど

おり所得税計算を行います。 

 ・社会保険料は、「給与基本情報」各保険料の「徴収区分」が「１：自動徴収」となって

いても自動徴収されません。 

徴収したい場合は、「525賞与・健保徴収区分 ～ 528賞与・基金徴収区分」にて変更

してください。（「3.2.1．操作手順 ④変動指定」参照） 
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4.2.  賞与処理手順 

4.2.1．操作手順 

基本的な操作の流れは給与処理と変わりません。 

 『人事』メニューにて人事マスタ情報を入力後、『賞与』メニューにて賞与支給情報を入

力し、仮処理等を実施のうえ、結果を確認してください。 

 

『人事管理』⇒『人事』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細は、操作講習会資料１-1「３．『人事メニュー』（人事情報入力手順）」参照 

                

『給与計算』⇒『賞与』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  

C  

③ ② ⑥ 

⑤ 
④ 

① 

⑦ 
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①支給日登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「処理種別分類」は、「00:賞与」を選択してください。 

（「00:賞与」以外を選択する場合別途『人事』メニュー「名称マスタ」にて設定が必要） 

「支給年月日」「支給対象年月」をご入力のうえ、「更新」してください。 

 

②給与基本情報 ～ コメント情報 

必要な各項目を入力します。 

 

③賞与金額・勤怠 

必要な金額・勤怠データを入力します。 
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④変動指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「525賞与・健保徴収区分 ～ 528賞与・基金徴収区分」 

賞与処理時の各保険料は、直前の給与で月額[501][502]の登録があれば、賞与時も 

控除します。（月額[501][502]は、賞与処理時には登録できません） 

 賞与処理から、各保険料の徴収をはじめる、徴収をやめる場合に登録します。 

「１」今回の賞与から該当保険料を徴収し、賞与支払届への出力も行う。 

「５」今回の賞与では該当保険料を控除しないが、賞与支払届への出力を行う。 

     （育児休業等で社会保険料免除の場合、資格喪失月に賞与を支払う場合など） 

「９」今回の賞与から該当保険料を徴収しない。 

   賞与支払届への出力をしない場合は、次ページ「③明細データ修正」が必要。 

「540所得税・調整」 

賞与処理時の所得税率は、前月の給与結果に基づいて算出されます。必要があれば、 

加減算にてご入力いただき所得税の金額を調整することができます。 

⑤業務共通 

必要な金額を入力します。（健保月額[501]～住民税・例月[504]は入力できません） 

⑥チェックリスト出力 計算指示 

「チェックリスト」を出力し、「計算指示」にて仮（本）処理を行ってください。 

仮処理時に「各種リスト」が出力された場合は、『PROSRV on Cloud 操作講習会資料 1-2』     

をご参照ください。 

⑦結果メッセージ ～ 項目対比 
仮（本）処理結果に対するエラーメッセージ、計算結果をご確認ください。 
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4.3. 「被保険者賞与支払届」の作成方法 

   （私学共済処理をご契約の場合は「賞与等支給報告書」の作成方法） 

4.3.1．操作手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業所情報（私学共済の場合、学校情報） 

初回のみ入力します。２回目以降は、修正がなければ入力不要です。 

②入力準備 

「支給年月日」を確認し、「作成」を押下します。 

入力準備をすることで、最新の賞与処理結果を出力することができます。 

③明細データ修正 

ＤＣＳの賞与処理結果に対して修正が必要な場合は、変更する従業員を「検索」後、 

データの修正をしてください。ただし、新規データの追加はできません。 

④ファイル作成指示 

「出力形式」を「電子申請データ」もしくは、「帳票（PDF）」のいずれかを選択、 

  必要箇所を入力し、「作成」ボタンを押下します。 

⑤ファイルダウンロード 

  「電子申請データ」の場合、CSVファイルが作成されますので、ダウンロードし、日

本年金機構〔私学共済事業団〕提供の届書作成プログラム（仕様チェック）〔電子媒

体作成機能（媒体チェック）〕にてチェックを行い、届書データを作成・ご提出くだ

さい。 

「帳票（PDF）」の場合、お客様にて印刷し、ご提出ください。 

 

② 
① 

③ 
④ 
⑤ 

私学共済処理を 

ご契約の場合 

③ 

① 
② 

⑤ 
④ 


